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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基部（１０）と、前記基部（１０）から延びる制御軸（９）と、使用中、前記制御軸（
９）及びホイールリム（Ｃ）の側部に係合可能である前記ホイールリム（Ｃ）用の着脱自
在のロッキング手段（１１）と、前記制御軸（９）用の駆動手段（Ｍ）とを備えるタイヤ
着脱装置（ＭТ）に取り付けられるように設計された回転可能なホイールリム支持グルー
プであって、
　使用中、前記着脱自在のロッキング手段（１１）に対して反対側で前記ホイールリム（
Ｃ）に当接するように設計された少なくとも１つの対の環状プレート要素（２，３）であ
って、前記制御軸（９）に沿って、相互に向い合い、互いに接近及び後退できるように構
成された環状プレート要素（２，３）と、
　互いに角度を隔て、かつ前記環状プレート要素（２，３）の一方に部分的に、そして他
方に部分的に形成された複数の摩擦係合手段（５，６，５ａ，５ｂ）であって、一方の前
記環状プレート要素における前記摩擦係合手段（５，６，５ａ，５ｂ）の各々は、前記対
のうち他方の前記環状プレート要素における対応する摩擦係合手段と協働するように設計
され、それによって前記摩擦係合手段の１つが他の摩擦係合手段に対して角度をずらすと
きに、前記環状プレート要素（２，３）を互いに離すようにする摩擦係合手段（５，６，
５ａ，５ｂ）と、
　前記制御軸（９）と前記環状プレート要素対の前記環状プレート要素（２，３）の一方
との間における支持及び回転運動伝達手段（８，８ａ）とを備え、
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　前記支持及び回転運動伝達手段（８，８ａ）は、前記対の環状プレート要素（２、３）
を自身の上端で支持するために、前記基部（１０）から延びる管状部材（８）を備え、か
つ前記制御軸（９）に固定されて回転する底部分（８ａ）を備え、
　前記対の環状プレート要素（２，３）は、一方が環状カウンタプレート部材（２）で、
他方が停止又は支持プレート部材（３）であり、
　各対の前記一方の環状カウンタプレート部材（２）は中央窓（２ａ）を有し、前記管状
部材（８）に面するように設計されているのに対して、前記他方の停止又は支持プレート
部材（３）は、支持されるホイールリム（Ｃ）に面するように設計されており、かつ前記
環状カウンタプレート部材（２）の前記中央窓（２ａ）に嵌め込み可能な軸方向ハブ（３
ａ）を備えることを特徴とする回転可能なホイールリム支持グループ。
【請求項２】
　前記摩擦係合手段が摺動摩擦手段（５ａ，５ｂ）を備える請求項１に記載の回転可能な
ホイールリム支持グループ。
【請求項３】
　前記摺動摩擦手段は、少なくとも１つの凹部（５ａ）を備えており、凹部（５ａ）は、
前記対の前記環状プレート要素（２，３）の一方に形成され、かつ、使用中、前記制御軸
（９）からの間隔に対してほぼ横断する方向に延びる少なくとも１つの浅浮彫りの傾斜面
の壁によって画定されており、前記対のうち他方の前記環状プレート要素は、少なくとも
１つの対応する突起（５ｂ）を備えており、突起（５ｂ）は、その対応する浅浮彫りの傾
斜面の壁とほぼ平行に延び、かつそれと摺動自在に係合するように設計された少なくとも
１つの浮彫りの傾斜面の壁を含む請求項２に記載の回転可能なホイールリム支持グループ
。
【請求項４】
　前記摩擦係合手段は、転がり摩擦手段（６）を備える請求項１に記載の回転可能なホイ
ールリム支持グループ。
【請求項５】
　前記転がり摩擦手段（６）は、前記対の前記環状プレート要素（２，３）の一方に部分
的に、かつ他方の前記環状プレート要素（３，２）に部分的に形成された少なくとも１つ
の受入れ座部（５）を備え、かつ、使用中、前記制御軸（９）からの間隔に対して横断す
る方向に延びる少なくとも２つのほぼ平行な傾斜面の壁と、各受入れ座部（５）に設置さ
れる転がり手段（６）とを備える請求項４に記載の回転可能なホイールリム支持グループ
。
【請求項６】
　前記転がり手段が、球状又はボール要素（６）を備える請求項５に記載の回転可能なホ
イールリム支持グループ。
【請求項７】
　前記環状カウンタプレート部材（２）のための周辺肩部（４ａ）を画定するために、前
記環状カウンタプレート部材（２）を介在させて、前記軸方向ハブ（３ａ）に固定可能な
当接プレート部材（４）を備える請求項１に記載の回転可能なホイールリム支持グループ
。
【請求項８】
　前記停止又は支持プレート部材（３）に、摩擦係数が大きい材料で形成された少なくと
も１つの環状シール部材（７）が、前記ホイールリム（Ｃ）と接触するために設けられて
いる請求項１から７のいずれかに記載の回転可能なホイールリム支持グループ。
【請求項９】
　前記環状シール部材は、前記停止又は支持プレート部材（３）と接触した状態を維持す
るように設計された第１の環状シール部材（７ａ）と、前記第１のシール部材（７ａ）に
形成した凹部に設置された第２の環状シール部材（７ｂ）とを備える請求項８に記載の回
転可能なホイールリム支持グループ。
【請求項１０】
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　前記第１の環状シール部材（７ａ）は、前記環状プレート要素（２，３）を実質的に包
む環状周辺帯を有する請求項９に記載の回転可能なホイールリム支持グループ。
【請求項１１】
　前記環状シール部材（７ａ，７ｂ）を固定するために、互いから角度をずらして、かつ
前記停止又は支持プレート（３）に形成した対応する穴にねじ込み可能な、複数のねじ部
材を備える請求項９又は１０に記載の回転可能なホイールリム支持グループ。
【請求項１２】
　前記対の環状プレート要素（２，３）と前記管状部材（８）との間に係合手段を備える
請求項１から１１のいずれかに記載の回転可能なホイールリム支持グループ。
【請求項１３】
　前記係合手段は、その一端で、前記環状カウンタプレート部材（２）に形成した対応す
る穴と係合し、その他端で、前記管状部材（８）の前頭部に形成した適合可能な座部と係
合するように設計された複数の角度をずらしたピン部材（１４）を備える請求項１２に記
載の回転可能なホイールリム支持グループ。
【請求項１４】
　各ピン部材（１４）は、使用中、前記環状カウンタプレート部材（２）と前記管状部材
（８）との間に配置される中間フランジ（１４ａ）を有する請求項１３に記載の回転可能
なホイールリム支持グループ。
【請求項１５】
　基部（１０）と、前記基部（１０）から延びる制御軸（９）と、使用中、前記制御軸（
９）及びホイールリム（Ｃ）の側部に係合可能である前記ホイールリム（Ｃ）用の着脱自
在のロッキング手段（１１）と、前記制御軸（９）用の駆動手段（Ｍ）とを備えるタイヤ
着脱装置（ＭТ）に取り付けられるように設計された回転可能なホイールリム支持グルー
プであって、
　使用中、前記着脱自在のロッキング手段（１１）に対して反対側で前記ホイールリム（
Ｃ）に当接するように設計された少なくとも１つの対の環状プレート要素（２，３）であ
って、前記制御軸（９）に沿って、相互に向い合い、互いに接近及び後退できるように構
成された環状プレート要素（２，３）と、
　互いに角度を隔て、かつ前記環状プレート要素（２，３）の一方に部分的に、そして他
方に部分的に形成された複数の摩擦係合手段（５，６，５ａ，５ｂ）であって、一方の前
記環状プレート要素における前記摩擦係合手段（５，６，５ａ，５ｂ）の各々は、前記対
のうち他方の前記環状プレート要素における対応する摩擦係合手段と協働するように設計
され、それによって前記摩擦係合手段の１つが他の摩擦係合手段に対して角度をずらすと
きに、前記環状プレート要素（２，３）を互いに離すようにする摩擦係合手段（５，６，
５ａ，５ｂ）と、
　前記制御軸（９）と前記環状プレート要素対の前記環状プレート要素（２，３）の一方
との間における支持及び回転運動伝達手段（８，８ａ）とを備え、
　前記支持及び回転運動伝達手段（８，８ａ）は、前記対の環状プレート要素（２、３）
を自身の上端で支持するために、前記基部（１０）から延びる管状部材（８）を備え、か
つ前記制御軸（９）に固定されて回転する底部分（８ａ）を備え、
　前記対の環状プレート要素（２，３）は、一方が停止又は支持プレート部材（３）であ
り、
　前記停止又は支持プレート部材（３）に、摩擦係数が大きい材料で形成された少なくと
も１つの環状シール部材（７）が、前記ホイールリム（Ｃ）と接触するために設けられて
いることを特徴とする回転可能なホイールリム支持グループ。
【請求項１６】
　前記環状シール部材は、前記停止又は支持プレート部材（３）と接触した状態を維持す
るように設計された第１の環状シール部材（７ａ）と、前記第１のシール部材（７ａ）に
形成した凹部に設置された第２の環状シール部材（７ｂ）とを備える請求項１５に記載の
回転可能なホイールリム支持グループ。
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【請求項１７】
　前記第１の環状シール部材（７ａ）は、前記環状プレート要素（２，３）を実質的に包
む環状周辺帯を有する請求項１６に記載の回転可能なホイールリム支持グループ。
【請求項１８】
　前記環状シール部材（７ａ，７ｂ）を固定するために、互いから角度をずらして、かつ
前記停止又は支持プレート（３）に形成した対応する穴にねじ込み可能な、複数のねじ部
材を備える請求項１６又は１７に記載の回転可能なホイールリム支持グループ。
【請求項１９】
　請求項１から１８のいずれかに記載の回転可能なホイールリム支持グループを備えるこ
とを特徴とする着脱装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特にタイヤ着脱装置について役立ち、かつホイールリムを着脱自在に安全に
固定できるように構成されている回転可能なホイールリム支持グループに関する。
【背景技術】
【０００２】
　タイヤ付きホイールのホイールリム用の回転可能な支持グループは、一方で、ホイール
が離れた所へ飛ばされて、極端な場合には、着脱装置のすぐ近くに立っている操作者及び
人々に重大な結果をもたらすのを防止するために、他方で、ホイールリムに取り付けたタ
イヤの着脱及び保全作業において一般的である低い効率を防止するために、ホイールリム
をこの支持グループに適切に固定しなければならない。
【０００３】
　本発明の出願人による特許文献１は、フラストコニカル・プレートを支持する支持基部
を有するタイヤ着脱装置を開示している。フラストコニカル・プレートは、ねじ付き軸を
駆動するのに適した気圧又は電気モータが配置される支持基部から上方へ延びるねじ付き
制御軸とともに、制御によって回転するように構成されている。
【０００４】
　ホイールリムは操作者によって制御軸に差し込まれ、フラストコニカル・プレートの上
に載るように配置され、ねじ付きブシュ又は円錐体をホイールリムの上で制御軸にねじで
締め付けることによって、ホイールリムが軸から取り外されるのを防止する。
【０００５】
　より詳細には、フランジ支持リングが制御軸に固定され、フラストコニカル・プレート
と一体に回転するカウンタリングがフランジ支持リングの上に載っている。フランジ支持
リング及びカウンタリングの相互に面する面に、接線方向に延び、かつ相互に角度的に隔
たる受入れ座部が形成される。受入れ座部は、４つの傾斜面の壁、すなわちフランジ支持
リングの２つの下部壁及びカウンタリングの２つの上部壁によって画定される。転動体、
例えば球体又はローラが各受入れ座部に設置され得ることが好ましい。
【０００６】
　カウンタリングは、制限された制御上下運動を行うことができるように取り付けられ、
それにより、摩擦係合がリングとカウンタリングとの間に確立される。制御軸、ひいては
フランジ支持リングが１つの方向又は他の方向に回転される場合、リングとカウンタリン
グとの間に設置された球体による摩擦係合は、伝導トルクが所定の閾値に達するまで、カ
ウンタリングをも回転に引き込む原因となる。そのとき、各球体はその対応する受入れ座
部の傾いた壁に沿って転がることになり、これによってカウンタリング及びホイールリム
は、リングに対して上昇させられる。このようにして、ホイールリムはフラストコニカル
・プレートと一体に回転することになる。このような構造は、上部コーンがホイールリム
に締め付けられていなくても、ホイールリムのプレート上における効率的で安定な回転を
確実にする。
【特許文献１】米国特許第６，１０９，３２７号明細書
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　前記の装置は、一方では、操作者による特別な労力無しにホイールリムと回転プレート
との間の安定な連結を与えるが、他方では、全く複雑な構造、特に組み立てるのが難しい
構造を有しており、これは高度な訓練を受けた操作者を雇用しなければならないことを意
味する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の主な目的は、構造が非常に簡単であり、かつ任意の従来型及び非従来型のタイ
ヤ着脱装置に適用され得るタイヤホイールリム用の回転可能な支持グループを提供するこ
とである。
【０００９】
　本発明の別の目的は、高信頼性で費用効果の高いタイヤのホイールリム用の回転可能な
支持グループを提供することである。
【００１０】
　以下でより明かになるこれらの目的及び他の目的は、基部と、前記基部から延びる制御
軸と、使用中、前記制御軸及びホイールリムの側部に係合可能である前記ホイールリム用
の着脱自在のロッキング手段と、前記制御軸用の駆動手段とを備えるタイヤ着脱装置に取
り付けられるように設計された回転可能なホイールリム支持グループであって、使用中、
前記着脱自在のロッキング手段に対して反対側で前記ホイールリムに当接するように設計
された少なくとも１つの対の環状プレート要素であって、前記制御軸に沿って、相互に向
い合い、互いに接近及び後退できるように構成されたプレート要素と、互いに角度を隔て
、かつ前記環状プレート要素の一方に部分的に、そして他方に部分的に形成された複数の
摩擦係合手段であって、一方のプレート要素における前記摩擦係合手段の各々は、前記対
のうち他方のプレート要素における対応する摩擦係合手段と協働するように設計され、そ
れによって前記摩擦係合手段の１つが他の摩擦係合手段に対して角度をずらすときに、前
記環状プレート要素を互いに離すようにする摩擦係合手段と、前記制御軸と前記環状プレ
ート要素対の前記環状プレート要素の一方との間における支持及び運動伝達手段とを備え
ることを特徴とする回転可能なホイールリム支持グループによって達成される。
【００１１】
　本発明のさらなる特徴及び利点は、添付図面を参照して、本発明の限定されない実施例
によって与えられる多くの現在の好ましい実施形態についての次の詳細な説明からより明
らかになるはずである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　添付図面において、同一又は類似の部品又は構成要素は同じ参照符号で示される。
【００１３】
　列挙した図を参照すると、ホイールリムＣ用の回転可能な支持グループ１が示されてい
る。支持グループ１は、１組の環状構成要素、すなわち、中央窓２ａを画定する回転可能
な環状カウンタプレート２と、ホイールリム用の環状の停止又は支持プレート３とを備え
ている。停止又は支持プレート３は、使用中、回転可能なカウンタプレート２の上に設置
されることが好ましく、環状カウンタプレート２に形成した中央窓２ａに、好ましくは厳
しい公差で、嵌め込まれることが可能であり、そこから所定の高さの端部３ｂによって上
方へ延びた軸方向ハブ３ａを有する（図３）。サイズがハブ３ａよりも大きい環状当接プ
レート４がハブ３ａに当接し、それによってその周りに周辺肩部４ａを画定している。環
状当接プレート４は、任意の適切な方法で、例えばハブにねじ込み可能なボルトＢを用い
てハブ３ａに着脱自在に固定され得る。プレート２、３、及び４は中心軸ｘ－ｘを中心と
して同軸に取り付けられる。
【００１４】
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　この構造では、環状カウンタプレート２は、当接プレート４の肩部４ａに当接する前に
、ハブの端部３ｂの長さに等しい最大長さまでハブ３ａに沿って摺動することによって、
停止又は支持プレート３に対して軸方向に移動し得る。
【００１５】
　環状カウンタプレート２及び停止又は支持プレート３はともに、好ましくは半分ずつ、
複数の受入れ座部５の範囲を画定している。この受入れ座部５は、互いに角度的に隔たり
、好ましくは２つのプレート２及び３の外縁の近くに設置され、そして同じ外径を有する
のが有利である。
【００１６】
　より具体的には、各受入れ座部は、２以上の傾斜面の壁を備え、これらは接線方向に向
けられ、かつこれらの対応する受入れ座部の中間部分に向って集結している。したがって
、各受入れ座部はその中間部分で大きいサイズを有し、サイズは接線方向において、中間
部分から端部へ向って減少する。転動体、好ましくは鋼製の球体又はボール６が、プレー
ト２と３との間の相互転がり摩擦連結のために各受入れ座部５に設置される。
【００１７】
　図４を特に参照すると、本発明による回転可能なホイールリム支持グループ１は、軸ｘ
－ｘを垂直にして、底部８ａを備える管状要素８によって、その上端で支持されており、
任意の適切な型のタイヤ着脱装置ＭТの基部１０から上方へ軸方向にグループ１を通って
それよりも先に延びるほぼ垂直な制御軸９に、同軸状に固定されている。
【００１８】
　制御軸は、その底部で、当技術分野で周知のように、モータＭ、例えば気圧又は電気モ
ータによって回転させられることが可能であるのに対して、制御軸は、その上端において
外部にねじ込まれ、ホイールリムＣの幅に少なくとも等しい長さまでグループ１の上へ延
びる。
【００１９】
　ホイールリムＣは、ホイールリムを下にある回転可能な支持グループ１の停止又は支持
プレート３に押し付けるために、制御軸９にねじ込みが可能でありかつその外錐面でホイ
ールリムＣの中央穴１２に当接するのに適した外錐面又は錐体１１を有する要素を用いて
、回転可能な支持グループ１に締め付けられる。したがって、停止又は支持プレート３は
、管状要素８によって支持された下にあるカウンタプレート２に押し付けられる。
【００２０】
　制御軸９が下にあるモータによって回転させられる場合、制御軸９は制御軸９に固定さ
れた底部８ａを介して、錐体１１及び管状要素８の両方を回転に引き込み、それにより、
カウンタプレート２が回転する。プレート２と３との間の摩擦により、停止又は支持プレ
ート３もまた、ひいてはそれに締め付けられたホイールリムＣも回転に引き込まれる。し
かしながら、このことは、さまざまな受入れ座部５の中に設けられている球体６によって
生じる。球体は、プレート２と３との間に割り込まされている状態で、停止から動作位置
へ動かされるようにするために、プレート２及び３の横たわっている面に対して傾けられ
ている傾斜平行面（少なくともプレート３の上面、及び少なくともプレート２の下面）に
沿って、強制的に転がされる。
【００２１】
　球体又はボール６の強制転動により、互いから離れるプレート２及び３の相対運動が生
じ、すなわち、ハブ部分３ａにおいてプレート２内を摺動可能な上部プレート３は、上昇
するように強制され、したがってホイールリムＣをさらに締め付けるように強制され、ホ
イールリムＣはその反対側で錐体１１によって位置が保持される。
【００２２】
　制御軸９を回転させると、ホイールリムと回転可能な支持グループ１との間のロッキン
グ作用が増大し、したがってホイールリムＣは、回転の際に支持グループ１に堅固に固定
される。
【００２３】
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　前記の本発明による回転可能な支持グループ１は、ホイールリムＣの最適な固定作用を
確保することが可能であり、ホイールリムＣは、標準的なタイヤ着脱及びビード離脱作業
中に、摺動することなく、安全にかつしっかりと回転に引き込まれる。その上に、同じ回
転可能な支持グループ１は、ホイールリムＣを支持する適切な回転可能なプレートを必要
としない。
【００２４】
　制御軸９が停止すると、プレート２と３との間の球体６は、それらの停止位置へ戻り、
それによってプレート２及び３がより近づくことを可能にする。
【００２５】
　プレート３の停止及び支持面は、プレートとホイールリムＣとの間により大きい摩擦を
確保するために粗面化されることが有利である。必要に応じて、プレート３の停止及び支
持面に、大きい摩擦係数を有する材料、例えばゴムで形成した１つ以上の環状ガスケット
シール要素又はシール７（図３）を備え、好ましくはプレート３に接着される。
【００２６】
　特に好ましい実施形態によれば、シール要素７は２つの環状同心シールを含み、一方の
シール７ａは停止及び支持プレート３と接触し、他方のシール７ｂはシール７ａに形成し
た凹部に設置される（図５から図７）。環状シール７ａはプレート３から突出する周辺管
状縁を有する。管状縁において、管状部分７ｃが上方へ延びている。管状部分７ｃは、特
にプレート２及び３が互いから離される場合に、粉末又は他の好ましくない物質がプレー
ト２と３との間の隙間に入るのを防止するために、プレート２及び３を実質的に包むベル
トとしての機能を果たすように設計されている。
【００２７】
　シール７ａ及び７ｂは、プレート３に形成した適切なねじ穴にねじ込み可能な、複数の
ねじ１３によって連結されることが好ましい（図５及び図７）。
【００２８】
　図５から図７は、回転可能な支持グループ１と制御軸９に固定された管状要素８との間
の係合手段の好ましい実施形態を示す。このような係合手段は、複数のほぞ又はピン要素
１４を備え、これらは回転可能な支持グループ１に沿って角度をずらしており、その一端
でカウンタプレート２に形成した適切な穴と、その他端で管状要素８の前頭部に形成した
適合可能な座部と係合するように設計されている。より良く安定させるために、各ピン要
素１４は中間フランジ１４ａを備え、中間フランジ１４ａは、使用中、カウンタプレート
２と管状要素８との間に設置される。
【００２９】
　前記の回転可能な支持グループは、特許請求の範囲によって規定される範囲内で多数の
変更及び変形が可能である。
【００３０】
　したがって、例えば、転動要素６を有する座部５は、一方のプレート２又は３に形成し
た複数の凹部５ａによって置き換えられることが可能である。このような凹部は互いに角
度をずらしており、各々はほぼ接線方向に延びる２つの集結傾斜面を画定するのに対して
、他方のプレート３又は２は、互いに角度をずらした同数の複数の対応する突起５ｂを備
えている。各々は、浮彫りで２つの集結傾斜面を画定し、それぞれ対応する凹部５ａとの
摺動摩擦による一致又は連結（図８）に適するようにしている。
【００３１】
　応力を受けたカウンタプレート２は、停止又は支持プレート３に対して制御軸９の回転
方向に進むように強制され、したがって各凹部の傾斜面の１つの、対応する突起の対応す
る傾斜面に対する相互摺動が起きることになり、それによってプレート３はプレート２か
ら離され（図９）、その結果、回転可能な支持グループ１のホイールリムＣに対するロッ
キング作用が増大することになる。
【００３２】
　もちろん、制御軸９は、図４に示すように垂直か、又は水平に配置され得る。
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【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明によるホイールリム支持グループの底面図。
【図２】図１のホイールリム支持グループをやや上から見た斜視図。
【図３】図１の線ＩＩＩ－ＩＩＩに沿った正横断立面図である。
【図４】ホイールリムが設置され、タイヤ着脱装置のほぼ垂直な回転軸に組み立てられた
、図１の支持グループの直径を含む縦断面図。
【図５】本発明による支持グループの第２実施形態の図２と類似した図。
【図６】図５のホイールリム支持グループの線ＶＩ－ＶＩに沿った、直径を含む正横断立
面図。
【図７】図５のホイールリム支持グループの線ＶＩＩ－ＶＩＩに沿った、直径を含む正横
断立面図。
【図８】回転可能な環状カウンタプレート及び環状停止プレートが互いに近づけられた位
置にある本発明による係合手段の実施形態の細部を示す図。
【図９】回転可能な環状カウンタプレート及び環状停止プレートが互いから離された位置
にある本発明による係合手段の実施形態の細部を示す図。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図８】

【図９】



(10) JP 5000922 B2 2012.8.15

10

フロントページの続き

(72)発明者  トゥッリオ、ゴンザーガ
            イタリア、４２０１５　コレッジオ（レッジオ　エ　ミリア）、ヴィア　キャノーロ　４１

    審査官  森林　宏和

(56)参考文献  特開平１０－１８１３１９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０４－２２１２１０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６０－１２１１０４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６０Ｃ　　２５／００　－　２５／１５　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

